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所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に

困
難
な
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請
手
続
き
に
よ
っ
て
保
険
料
の

納
付
が
「
免
除
」「
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）」
ま
た
は
「
猶

予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
制
度
は
次
の
3
種
類
で
す
。

 
 

①
免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
納
付
）
申
請

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
申
請
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
全

額
免
除
ま
た
は
半
額
納
付
な
ど
の
一
部
納
付
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
一
部
納
付
額
が
未
納
の
場
合
、
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り

ま
す
。

 
 

 
 

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
に
、
申
請
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

 
 

③
学
生
納
付
特
例
申
請 

 
 

　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
※

退
職
者
、
震
災
、
風
水
害
等
の
被
災
者
は
、
所
得
に
関
係
な

　

く
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
人

は
、翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
免
除
ま
た
は
猶
予
の
申
請
を

行
わ
な
く
て
も
、
継
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
自

動
的
に
審
査
を
行
い
ま
す
。（
申
請
書
の
申
請
者
記
入
欄
の

「
は
い
」
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
） 

 

た
だ
し
、
退
職
や
被
災
を
理
由
に
承
認
さ
れ
た
場
合
や
半
額

免
除
等
一
部
免
除
、
学
生
納
付
特
例
承
認
者
は
継
続
申
請
の

　

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
の
税
金
は
、
毎
年
4
月
1
日
現
在
の
所

有
者
に
課
せ
ら
れ
ま
す
。
他
人
に
車
を
譲
っ
た
り
廃
車
に
し
た

人
、
住
所
が
変
わ
っ
た
人
は
、
3
月
31
日
ま
で
に
異
動
手
続
き

を
し
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
課
税
さ
れ
た
り
、
納
税
通
知
書
が

手
元
に
届
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
き
ま
す
の
で
お
気
を

付
け
く
だ
さ
い
）

※

詳
し
い
要
件
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
に
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 
 

 
 

・
障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
本
人
が
運
転
す
る

　

も
の 

 
 

 

●
期　

間

　

4
月
2
日
（
月
）〜
5
月
28
日
（
月
）

　

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

▼
受
付
・
問
い
合
わ
せ

　

県
税
事
務
所
（
高
松
合
同
庁
舎
内
）

　

☎
0
8
7
（
8
0
6
）
0
3
1
4

●
出
張
受
付

　

4
月
9
日
（
月
）・
16
日
（
月
）・
5
月
14
日
（
月
）

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

▼
受
付
・
問
い
合
わ
せ

　

西
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
（
三
豊
合
同
庁
舎
内
）

　

☎
25
・
5
2
0
0

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

　

保
険
料
免
除
を
申
請
さ
れ
る
人
は
、
年
金
手
帳
・
納
付

書
・
印
鑑
・
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等
を

持
っ
て
、
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。 

 
 

 
 

 
※

確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
人
は
、
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
で

　

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

※

転
入
さ
れ
た
人
は
、
前
住
所
地
（
平
成
23
年
1
月
1
日
現

　

在
）
で
の
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。 

 
 

   

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
納
付
）
・
若

年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
期
間

が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎

年
金
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。 

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、
将
来
受
け
取
る
老

齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
（
追
納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
3
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額
に

一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
す
る
人
は
、
印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
市
民
課

ま
た
は
各
支
所
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

▼
問
い
合
わ
せ　

　

市
民
課　

☎
73
・
3
0
0
5

　

善
通
寺
年
金
事
務
所　

☎
0
8
7
7
（
6
2
）
1
6
6
0

　
・
障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
主
に
本
人
の
通
学
・

　

通
院
・
通
所
ま
た
は
生
業
の
た
め
に
生
計
を
同
じ
く
す
る
家

　

族
が
運
転
す
る
も
の 

・
車
の
構
造
が
障
害
者
の
た
め
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　　　

身
体
障
害
者
減
免
を
受
け
て
い
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
申
請

事
項
に
変
更
が
な
い
限
り
再
申
請
は
不
要
で
す
。
4
月
初
め
に

継
続
減
免
の
案
内
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

☎
73
・
3
0
0
6 

　

4
月
か
ら
固
定
資
産
税
の
帳
簿
の
縦
覧
お
よ
び
台
帳
の
閲
覧

が
で
き
ま
す
。
縦
覧
・
閲
覧
の
際
に
は
、
本
人
確
認
を
す
る
た

め
納
税
通
知
書
ま
た
は
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
・
健
康
保

険
証
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び

　
　
　
　
　

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

自
分
の
所
有
す
る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
評
価
額
と
比
較
す
る

た
め
、
市
内
に
所
在
す
る
他
の
土
地
ま
た
は
家
屋
の
評
価
額
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対　

象　
　

　

市
内
に
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
を
所
有
す
る
納
税
者
ま

　

た
は
納
税
管
理
人
、
代
理
人
（
納
税
者
の
委
任
状
が
必
要
）

※

土
地
（
家
屋
）
の
み
所
有
す
る
人
は
、
家
屋
（
土
地
）
の
縦

　

覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
期　

間　
　
　

　

4
月
2
日
（
月
）
〜
5
月
1
日
（
火
）

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

●
場　

所　
　

　

税
務
課
ま
た
は
各
支
所

※

各
支
所
で
は
当
該
町
の
み
で
他
町
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
手
数
料 　

　

無
料

※

価
格
縦
覧
簿
の
写
し
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

●
縦
覧
内
容　
　
　

　

土
地…

所
在
・
地
番
・
地
目
・
面
積
・
評
価
額

　

家
屋…

所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・
評
価
額

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
う
ち
、
自
己
の
資
産

に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
部
分
を
確
認
で
き
ま
す
。

●
対　

象

　

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
ま
た
は
借
地
人
・
借
家
人
、
代

　

理
人
（
納
税
者
の
委
任
状
が
必
要
）

※

借
地
人
・
借
家
人
は
対
象
と
な
る
資
産
の
み
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
閲
覧
に
は
賃
貸
借
契
約
書
が
必
要
で
す
。

●
期　

間　
　
　

　

通
年

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

●
場　

所　
　

　

税
務
課
ま
た
は
各
支
所

●
手
数
料　
　

　

縦
覧
期
間
中
（
4
／
2
〜
5
／
1
）
は
無
料
、
そ
の
ほ
か
は

　

1
件
3
0
0
円

●
閲
覧
内
容　
　
　

　

納
税
義
務
者…

所
有
す
る
資
産
の
課
税
台
帳

　

借
地
人
・
借
家
人…

借
り
て
い
る
土
地
ま
た
は
家
屋
の
課
税

　

台
帳

▼
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

☎
73
・
3
0
0
6

年
金
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・
納
付
猶
予

期
間
が
あ
る
人
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
に
課
税
し
ま
す

異
動
手
続
き
は
3
月
31
日
ま
で
に
！

　

全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
運
営
の
「
街
角
の
年
金

相
談
セ
ン
タ
ー
高
松
（
オ
フ
ィ
ス
）」
で
は
、
年
金
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
申
請
等
の
手
続
き
も
で

き
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日　

時　

3
月
14
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場　

所　

三
豊
市
役
所
西
館　

第
3
会
議
室

相
談
員　

社
会
保
険
労
務
士

持
参
物　

年
金
手
帳
・
年
金
証
書
・
振
込
通
知
書
な
ど
と
相

談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
代

理
人
が
相
談
に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任
状
お
よ

び
依
頼
を
受
け
た
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
書
類
が
必
要
）

※

電
話
に
よ
る
年
金
相
談
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松(

オ
フ
ィ
ス)　

　

☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

自
動
車
税
（
県
税
）
の
減
免
申
請

軽
自
動
車
税
の
減
免

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す

種　
　

類

受
付
窓
口

原
動
機
付
自
転
車

　
　
（
〜
1
2
5
㏄
以
下
）

小
型
特
殊
自
動
車

　
　
（
農
耕
用
・
そ
の
他
）

二
輪
の
軽
自
動
車

　
　
（
1
2
6
㏄
〜
2
5
0
㏄
）

二
輪
の
小
型
自
動
車

　
　
（
2
5
1
㏄
以
上
）

軽
自
動
車
（
二
輪
を
除
く
）

税
務
課　

☎
73
・
3
0
0
6

各
支
所

四
国
運
輸
局
香
川
運
輸
支
局

高
松
市
鬼
無
町
2
0
―

1

☎
0
5
0（
5
5
4
0
）2
0
7
5

軽
自
動
車
検
査
協
会
香
川
主
管

事
務
所

高
松
市
国
分
寺
町
福
家
甲

1
2
5
8
―

1
8

☎
0
8
7（
8
7
0
）6
6
7
6

☎
0
8
7（
8
7
0
）6
6
3
7

（案内）

平
成
24
年
度
分
の
申
請
期
限
は
5
月
24
日(

木
）
で
す
。


